
寿工業株式会社に対する出資決定について 

 

2013年 11月 29日 

株式会社地域経済活性化支援機構 

 

 株式会社地域経済活性化支援機構は、下記の再生支援対象事業者について、本日、株式

会社地域経済活性化支援機構法（平成 21 年法律第 63 号。以下「法」という。）第 28 条第

１項に規定する買取決定を行ったことを受け、法第 31条第１項に規定する出資決定を行い

ました。 

 

 

１．再生支援対象事業者の氏名又は名称 

寿工業株式会社 

 

２．出資決定に係る金額等 

出資額   ５億円 

株式の種類 普通株式 

株式の数  5,000株 

株式の割合 約 94.5％ 

※ 上記の「出資額」は、事業再生計画所定の会社分割により再生支援対象事業者か

ら事業を承継する吸収分割承継株式会社（以下「新会社」という。）の株式の取得

価額と、新会社への出資額の合計額となります。 

※ 上記の「株式の数」は、再生支援対象事業者から譲り受ける新会社株式の数と、

新会社への出資により取得する株式数の合計となります。 

 

※ 公表する理由 

なお、本件について公表を行うことが、再生支援対象事業者の信用を維持・改善し、そ

の再建に資するものであることから、再生支援対象事業者及び再生支援対象事業者と連名

で再生支援の申込みをした者の同意の上で公表を行うこととしました。 

 

以上 

 


